
証券コード：2183

株式会社リニカル
第17回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
議決権の行使は書面（郵送）で行い、当日の
ご来場は極力ご遠慮いただきますようお願い
申しあげます。
お土産の配布はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげま
す。
今後の状況により、株主総会等の運営に大き
な変更が生じる場合は、下記当社ウェブサイ
トに掲載いたします。
https://www.linical.co.jp/
　

開催日時

2022年６月23日　(木曜日)
午前10時

　
開催場所

新大阪ブリックビル３階Ａ会議室
大阪市淀川区宮原一丁目６番１号

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、
ご来場ください。）　

決 議 事 項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件　

書面による議決権行使期限
2022年６月22日（水曜日）

午後５時30分到着分まで
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代表取締役社長
秦野 和浩

株主の皆様には、平素より格別のご支援・ご高配を賜
り、厚く御礼申しあげます。
当社は2005年6月7日、国内大手製薬会社で新薬開発に
携わってきたメンバー9名が設立した会社です。以来、
「医薬品開発のあらゆる場面で常にプロフェッショナ
ルとしての質を提供し、ステークホルダーである製薬
会社、医療機関、患者ならびに株主、従業員の幸せを追
求する。」という経営理念のもと、積極的な海外展開を
進め、「真のグローバルCRO」としての地位確立に邁
進してまいりました。国際化・大規模化が進む医薬品開
発において、当社グループは日本発のグローバルCRO
として、日本・アジア、欧州、米国の３極に充実した拠
点を持ち、注力領域であるがん、中枢、免疫領域を中心
に、順調に受託実績を積み重ねています。
こうした中、当期の業績は、地域によっては新型コロナ
ウイルス感染症の影響が残ったものの、連結売上高は過
去最高を記録し、営業利益もコロナ禍以前の水準まで回
復しました。日本が獲得した国際共同治験だけでなく、
米欧発のグローバル案件が増え始めており、グループの
総力を上げたグローバル・コラボレーション、そして、
グローバル・ワンストップサービスの提供による成果が
出始めています。次期は、コロナ禍からの経済活動の正
常化が見込まれ、さらにグローバル・シナジーを発揮
し、強固な経営基盤を築いてまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援
のほどよろしくお願い申しあげます。
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株 主 各 位
(証券コード：2183)
2022年６月８日

大阪市淀川区宮原一丁目６番１号
株 式 会 社 リ ニ カ ル
代表取締役社長 秦 野 和 浩

1. 日 時 2022年６月23日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号

新大阪ブリックビル３階Ａ会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、ご来場ください。)

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第17期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第17期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決 議 事 項 第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件

第17回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参
考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022
年６月22日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげ
ます。
　また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況を踏まえ、株主様の安全確保及び
感染拡大防止のために、株主様には書面（郵送）による議決権の事前行使を是非ともお願い申し
あげるとともに、株主総会へのご来場は極力お控えいただきますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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議決権の行使等についてのご案内

ご郵送による議決権行使の場合

書面による議決権行使

議決権行使期限

この部分をお切り取りのうえ、
本票のみををご返送ください。

2022年６月22日 (水曜日)
午後５時30分到着分まで
●同封の議決権行使書用紙に、各議
案に対する賛否を表示のうえ、行
使期限までに到着するようにご返
送をお願い申しあげます。

当日ご出席の場合

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出

株 主 総 会 日 時
2022年６月23日 (木曜日)
午前10時
●同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください｡
●議事資料として、本招集ご通知のご持参をお願い申し
あげます。

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます｡
●法令及び当社定款第16条の規定に基づき、提供すべき書面のうち連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の
「個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.linical.co.jp/）に掲載し
ておりますので、本招集ご通知添付書類には記載いたしておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類は、監
査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類
の一部であります。
●株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://www.linical.co.jp/）に掲載させていただきます。

当社の経営に参加できる権利「議決権」をご行使ください。
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第１号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に
定めるところに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。

＜　削　除　＞

（電子提供措置等）
＜　新　設　＞ 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類等の内容である情報について、電子提供措置をと
るものとする。

2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付す
る書面に記載しないことができる。

株主総会参考書類　議案及び参考事項

1．提案の理由
　(1)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、次のとおり当社定款を変更するものであります。

① 変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。

② 変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要
となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
　(2) 取締役会の運営の柔軟性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制構築及び経営
基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）の規定に
ついて所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示しております。）
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現行定款 変更案
（代表取締役および役付取締役）
第22条 （条文省略）

2 取締役会の決議によって、取締役会長 1 名、取締役
社長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取
締役各若干名を選定することができる。

（代表取締役および役付取締役）
第22条 （現行どおり）

2 取締役会の決議によって、取締役社長 1名を置く。
また、当会社は必要に応じて取締役会の決議によ
り、取締役の中から役付取締役各若干名を置くこと
ができる。

（附　　則）
（電子提供措置等に関する経過措置）

＜　新　設　＞ 第１条 変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款
第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部
を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条
ただし書きに規定する改正規定の施行の日である
2022年９月１日（以下「施行日」という）から効
力を生ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行日から６ヵ月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、変更
前定款第16条はなお効力を有する。

3 本条の規定は、施行日から６ヵ月を経過した日また
は前項の株主総会の日から３ヵ月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役９名選任の件

候補者番号

1
は た

秦
 

 
の

野
 

　
か ず

和
 

 
ひ ろ

浩（1965年３月17日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
742,000株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1990年    4 月 マルホ㈱開発本部入社
    1998年    7 月 メディテックインターナショナル㈱開発部入社
    1999年    3 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）開発本部入社
    2004年    9 月 アウローラ㈱取締役
    2005年    6 月 当社設立 代表取締役社長（現任）
    2010年    2 月 当社開発本部長
    2015年    9 月 当社経営企画室長（現任）
    2020年    12月 当社開発本部長（現任）

2021年    7 月 当社営業企画室長（現任）
　
取締役候補者とした理由等

秦野和浩氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社等で新薬開発に携わった高い知
識と経験を背景に、当社創業メンバーの中核として当社グループ全体の経営の指揮を執り、当社グ
ループのグローバル化を推進し、中期的成長への戦略策定と実行、業績について十分な成果を上げ
ており、引き続きその手腕の発揮により当社グループの事業成長と企業価値の向上の実現を図るべ
く、取締役として選任をお願いするものであります。

　取締役全員（9名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号

2
つ じ

辻
 

 
も と

本
 

　
け い

桂
 

 
ご

吾（1964年２月22日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
1,024,200株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1986年    4 月 大日本製薬㈱（現：大日本住友製薬㈱）大阪支店入社
    1990年    8 月 協和会総合加納病院入社
    1993年    4 月 メディテックインターナショナル㈱開発部入社
    1999年    6 月 ㈱新日本科学臨床開発部入社
    1999年    8 月 イーピーエス㈱臨床開発部入社
    2001年    9 月 千寿製薬㈱臨床開発部入社
    2002年    9 月 フェリングファーマ㈱開発部入社
    2007年    12月 当社取締役
    2008年    2 月 当社取締役副社長（現任）
    2008年    7 月 LINICAL USA, INC. 代表取締役社長
    2009年    4 月 当社品質管理部長
    2011年    7 月 当社国際事業開発室長
    2015年    9 月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長

LINICAL USA, INC. 取締役
    2018年    4 月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役
    2020年    12月 当社欧米統括責任者（現任）

当社国際事業部長（現任）
LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director（現任）
LINICAL USA, INC. Chairman & Director（現任）
Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director（現任）

    2021年    4 月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任）
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任）
Linical China Co., Ltd. 董事（現任）

　
取締役候補者とした理由等

辻本桂吾氏を取締役候補者とした理由は、同氏は外資系製薬会社等で新薬開発に携わった高い知識
と経験に基づき、主に当社欧米統括責任者として当社のグローバル戦略を牽引しており、引き続き
その手腕の発揮により当社グループの事業成長と企業価値の向上の実現を図るべく、取締役として
選任をお願いするものであります。
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候補者番号

3
か わ

河
 

 
い

合
 

　
 

 
じゅん

順（1968年10月26日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
600,400株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1993年    4 月 日本シェーリング㈱（現：バイエル薬品㈱）研究本部入社
    1996年    11月 メディテックインターナショナル㈱開発部入社
    1999年    6 月 スミスクライン・ビーチャム製薬㈱

（現：グラクソ・スミスクライン㈱）開発本部入社
    2001年    7 月 塩野義製薬㈱開発本部入社
    2004年    9 月 アウローラ㈱取締役
    2005年    12月 当社取締役
    2007年    4 月 当社開発副本部長（大阪）

開発３部長
    2008年    4 月 当社常務取締役
    2013年    5 月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長

LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役
    2013年    6 月 当社専務取締役
    2016年    6 月 当社アジア統括担当

当社取締役副社長（現任）
    2017年    7 月 当社品質管理本部長

LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事
    2019年    5 月 Linical China Co., Ltd. 董事長
    2019年    7 月 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役
    2019年    12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長
    2020年    12月 当社米国事業担当
    2021年    5 月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO（現任）

Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO（現任）　
取締役候補者とした理由等

河合　順氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社等で新薬開発に携わった高い知
識と経験に基づき、当社品質管理本部長、アジア統括担当を経験し，2021年5月からはLINICAL 
USA, INC. Director, President & CEO、Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEOと
してグローバル戦略を牽引しており、引き続きその手腕の発揮により当社グループの事業成長と企
業価値の向上の実現を図るべく、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

4
た か

髙
 

 
は し

橋
 

　
あ き

明
 

 
ひ ろ

宏（1967年11月13日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
741,600株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1990年    4 月 富山化学工業㈱研究本部入社
    1995年    3 月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了
    1995年    4 月 メディテックインターナショナル㈱開発部入社
    1999年    3 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）開発本部入社
    2004年    9 月 アウローラ㈱取締役
    2005年    6 月 当社設立 常務取締役
    2007年    4 月 当社専務取締役（現任）

Chief Financial Officer（CFO）（現任）兼管理部長
    2009年    4 月 当社管理本部長（現任）
    2013年    5 月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事

LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任）
    2019年    5 月 Linical China Co., Ltd. 董事（現任）
    2019年    11月 Chief Information Officer（CIO）
    2020年    12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任）

　
取締役候補者とした理由等

髙橋明宏氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社等で新薬開発に携わった高い知
識と経験から当社ビジネスに深く精通しており、当社創業メンバーの中核として当社グループ全体
の人事総務、経理財務等の管理業務全般を当社管理本部長として担ってきた実績があることから、
引き続きその手腕の発揮により当社グループの事業成長と企業価値の向上の実現を図るべく、取締
役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

5
み や

宮
 

 
ざ き

崎
 

　
ま さ

正
 

 
や

哉（1971年11月16日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
600,200株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1996年    4 月 メディテックインターナショナル㈱開発部入社
    1999年    8 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）開発本部入社
    2003年    3 月 フェリングファーマ㈱開発本部入社
    2006年    6 月 当社取締役
    2007年    4 月 当社開発副本部長（東京）
    2013年    6 月 当社常務取締役（現任）
    2017年    1 月 当社国際事業開発室長
    2017年    7 月 当社開発本部長
    2019年    1 月 当社国際事業開発本部長
    2019年    5 月 Linical China Co., Ltd. 董事
    2019年    7 月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任）
    2020年    1 月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事
    2020年    12月 当社アジア統括責任者（現任）

LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長（現任）
Linical China Co., Ltd. 董事長（現任）

　
取締役候補者とした理由等

宮崎正哉氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社等で新薬開発に携わった高い知
識と経験に基づき、当社開発本部長や国際事業開発本部長を経て、2020年12月からはアジア統括
責任者として当社のアジア事業を牽引しており、引き続きその手腕の発揮により当社グループの事
業成長と企業価値の向上の実現を図るべく、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

6
さ か

坂
 

 
も と

本
 

　
い さ

勲
 

 
お

勇（1976年３月25日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
735,800株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2000年    4 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）開発本部入社
    2005年    7 月 当社入社
    2005年    10月 アウローラ㈱監査役
    2007年    4 月 当社開発４部長代理
    2007年    6 月 当社取締役（現任）
    2008年    7 月 LINICAL USA, INC. 取締役
    2009年    7 月 当社開発４部長
    2013年    5 月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事

LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役
    2014年    5 月 当社国際事業開発室アジア開発部長
    2015年    7 月 当社がん領域開発受託事業部担当
    2015年    9 月 LINICAL USA, INC. 代表取締役社長
    2016年    4 月 当社国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長

当社国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長
    2017年    4 月 当社国際事業開発本部長
    2018年    4 月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President
    2018年    7 月 LINICAL USA, INC. Chairman, President & CEO

Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO
    2019年    8 月 当社開発本部がん領域事業部担当
    2020年    12月 当社欧州事業担当

LINICAL USA, INC. Director, President & CEO
Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO

    2021年    5 月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO（現任）
　
取締役候補者とした理由等

坂本勲勇氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社で新薬開発に携わった高い知識
と経験に基づき、LINICAL USA, INC. Chairman, President & CEO、Linical Accelovance 
America, Inc. Chairman, President & CEOとして米国事業の立て直しを行い、2021年5月から
はLINICAL Europe Holding GmbH Director & CEOとしてグローバル戦略を牽引しており、引
き続きその手腕の発揮により当社グループの事業成長と企業価値の向上の実現を図るべく、取締役
として選任をお願いするものであります。

11



株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

ご
参
考

候補者番号

7
や ま

山
 

 
ぐ ち

口
 

　
し

志
 

 
お り

織（1975年11月11日生）
　

再　任　　

所有する当社の株式数
80,800株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1998年    4 月 医療法人大道会大道病院入社
    2000年    4 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）開発本部（派遣）
    2003年    7 月 ㈱イーピーリンク（現：㈱EP綜合）入社
    2004年    9 月 アウローラ㈱入社
    2005年    6 月 当社監査役
    2005年    10月 アウローラ㈱取締役
    2007年    6 月 当社入社 監査室長（現任）
    2009年    6 月 当社取締役（現任）

Chief Compliance Officer（CCO）（現任）
　
取締役候補者とした理由等

山口志織氏を取締役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社で新薬開発に携わった高い知識
と経験から当社ビジネスに深く精通しており、当社のChief Compliance Officer（CCO）として
社内管理体制を構築してきた実績があり、引き続きその手腕の発揮により当社グループの事業成長
と企業価値の向上の実現を図るべく、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

8
の

野
ぎ

木
も り

森
 

　
ま さ

雅
 

 
ふ み

郁（1947年12月21日生）
　

再　任　 社　外　 独立役員　　

所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1970年    4 月 藤沢薬品工業㈱（現：アステラス製薬㈱）入社
    1997年    6 月 同社 取締役
    1998年    7 月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長
    2000年    6 月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業㈱ 取締役辞任

同社 執行役員
    2001年    4 月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長
    2001年    6 月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長
    2003年    6 月 同社 取締役 常務執行役員
    2004年    6 月 同社 取締役 専務執行役員
    2005年    4 月 アステラス製薬㈱ 代表取締役副社長
    2006年    6 月 同社 代表取締役社長
    2011年    6 月 同社 代表取締役会長
    2016年    6 月 同社 代表取締役会長 退任
    2017年    6 月 ㈱ダイセル 社外取締役（現任）

三井不動産㈱ 社外取締役（現任）
    2017年    7 月 当社社外取締役（現任）

　
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

野木森雅郁氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、アステラス製薬㈱代表取締役社長をはじ
め、旧藤沢薬品工業㈱時代から国内外で重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験
に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、引
き続き社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただける
ものと判断したため、同氏を社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号

9
お お

大
 

 
さ わ

澤
 

　
あ き

昭
 

 
お

夫（1942年11月21日生）
　

再　任　 社　外　 独立役員
　　

所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1966年    4 月 チバ製品㈱（現：ノバルティスファーマ㈱）入社
    1977年    4 月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー
    1980年    9 月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス）
    1987年    7 月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長
    1993年    7 月 同社 常務取締役医薬事業部長
    1997年    4 月 ノバルティスファーマ㈱ 取締役副社長
    1999年    3 月 同社 取締役副社長 退任
    1999年    7 月 日本ワイスレダリー㈱（現：ファイザー㈱）取締役副社長
    2002年    3 月 同社 取締役副社長 退任
    2002年    4 月 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 代表取締役社長
    2007年    11月 同社 代表取締役社長 退任

同社 顧問
    2008年    11月 同社 顧問退任
    2009年    1 月 アタニ㈱ 取締役
    2009年    8 月 ㈱シーエムプラス 顧問（現任）
    2012年    12月 アタニ㈱ 取締役退任
    2018年    7 月 当社社外取締役（現任）

　
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

大澤昭夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、複数の外資系大手製薬会社の日本法人にお
いて代表取締役社長や取締役副社長などの重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経
験に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、
引き続き社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけ
るものと判断したため、同氏を社外取締役候補者といたしました。
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(注) １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、
　　野木森雅郁氏は５年、大澤昭夫氏は４年となります。
３. 野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏は、社外取締役候補者であります。なお、野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として届け出ております。
４. 当社は、野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が

承認された場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める
最低責任限度額としております。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位
に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補
することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次
回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

し も

下
 

 
む ら

村
 

　
きょう

恭
 

 
い ち

一 （1944年1月15日生）
　

社　外　
所有する当社の株式数

4,500株

略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）
    1971年    4 月 藤沢薬品工業㈱　（現：アステラス製薬㈱）入社
    1993年    4 月 同社 開発第一研究所所長
    1996年    7 月 同社 筑波研究所所長　兼　探索研究所所長
    1998年    10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー
    1998年    12月 参天製薬㈱　理事　開発研究本部長
    1999年    7 月 同社 執行役員　開発研究本部長
    2002年    12月 同社 執行役員　研究開発センター長
    2004年    12月 同社 退任
    2005年    4 月 就実大学薬学部　教授
    2009年    4 月 同大学　非常勤講師
    2010年    1 月 当社アドバイザー
    2020年    6 月 当社監査役　
社外監査役候補者とした理由等

下村恭一氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は国内大手製薬会社において、研究所所
長や執行役員研究開発センター長として新薬の研究開発を率いた経験を有されており、他社での豊
富な経験と知識を当社の監査業務に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願い
するものであります。

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いする
ものであります。
　なお、補欠監査役の選任の効力は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の
決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

(注) １. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 下村恭一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 下村恭一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、監査役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届

ける予定であります。
４. 下村恭一氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で

あります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とします。
５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位

に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補
することとしております。下村恭一氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以　上
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添付書類
　

事業報告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

　当連結会計年度の経営成績は、売上高は過去最高となる11,555百万円
（前期比12.4％増）となりました。営業利益及び経常利益については、
新型コロナウイルス感染症の流行の兆しを見せた2020年３月期の利益水
準を回復し、営業利益は1,085百万円（前期比139.5％増）、経常利益は
外貨預金等に為替差益100百万円等が発生したため1,183百万円（前期比
101.1％増）となりました。
　当社グループは日本発のグローバルＣＲＯとして日亜米欧など18か国
に拠点を展開しており、当連結会計年度の経営環境は、新型コロナウイ
ルス感染症の状況やワクチン接種の進捗状況によって地域間で差異が生じ
ました。しかし、日本・アジア地域は当第４四半期から、欧州は当第３四
半期から、米国は当第２四半期から業績が正常化するとの期初における
想定どおり、日本事業の復調に加え、米国、欧州事業の業績がコロナ前の
正常な成長軌道に回復したことにより、当社グループの業績は、2021年
10月以降、過半の月で月次の連結売上高が10億円を超えるなど好調に推
移しました。また、営業利益及び経常利益については、受注の増加による
稼働率向上により、IT投資等の追加費用が発生したものの、グループ全体
で対前期比増益となりました。
　グローバル共同治験や複数国での海外案件について、日本のみならず欧
州、米国、アジア発のグローバル案件の獲得が増えつつあり、グループ全
体の収益向上に寄与し始めています。当社グループが目指してきた日本・
アジア、欧州、米国３極でのグローバル・コラボレーション及びグローバ
ル・ワンストップサービスの提供によるグローバル・シナジーが次の段階
に進み始めたものと考えております。
　次に、各地域の状況は下記のとおりであります。
　米国においては、７月以降デルタ株の感染が急速に拡大したものの、ワ
クチン接種が進んだことや重症化率/死亡率の低いオミクロン株への置換
が進んだことなどから経済活動は改善しました。これに伴い、当社の米国
事業においては、既存・新規の受注案件を順調に消化し、売上高、営業利
益が過去最高を記録しました。この結果、前期比で大幅な増収・営業増益
となりました。また、直近では米国発の大型の米欧試験の受注を獲得する
など、米国市場の新薬開発は旺盛であり、営業部門の強化も含め引き続き

売上高

11,555百万円
前期比

12.4％ 増

営業利益

1,085百万円
前期比

139.5％ 増

経常利益

1,183百万円
前期比

101.1％ 増

親会社株主に帰属する
当期純利益

790百万円
前期比

46.4％ 増

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①事業の経過及び成果
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米国市場の深耕に注力し、持続的な成長を図ってまいります。
　欧州地域においては、当社の主要拠点国であるドイツ、フランス、スペイン等で米国同様に経済活動
の改善傾向が続き、既存の受注案件を順調に消化し、さらに、複数の新規案件の売上貢献などにより当
期の売上高、営業利益は過去最高を記録しました。この結果、前期と比較して業績は大きく回復し、増
収・営業増益となりました。特に欧州事業では前期からの営業部門強化が大きな成果を出しており、日
亜米欧で実施される大型グローバル案件等を含む複数案件の受注を獲得し、当期及び来期以降の売上に
貢献する受注残高が大きく増加しています。以上のように、欧州事業につきましては、イギリスなどを
中心に先行的な人材投資等のコスト増加要因はありますが、新型コロナウイルス流行前の成長・拡大路
線に戻りつつあります。
　日本・アジア地域においては、日本では、上半期の受注活動の成果が売上に貢献したことに加え、ワ
クチン接種が進んだことやデルタ株が収束し重症化率/死亡率の低いオミクロン株への置換が進み経済
活動が改善し受注案件の消化が進んだことや、原価の発生を抑制した結果、売上高は前期を僅かに下回
ったものの、営業利益は大幅な増益となりました。
　韓国では、ワクチン接種が進んだことから、治験環境が改善し、既存の受注案件を順調に消化したこ
とや、当期獲得した複数案件が売上に貢献したことで、売上高、営業利益が過去最高を記録し、前期比
で増収・営業増益となりました。
　中国では、ワクチン接種が進み、治験環境が引き続き改善したことから受注案件を順調に消化し、前
期比で売上高は増収となりましたが、先行的な人材投資等により営業利益は減益となりました。一方、
現在、中国で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、上海市ではすでに全面的なロックダウン（都
市封鎖）態勢がとられており、また、北京市でも一部地域でロックダウンに入るなどしており、状況を
注視しております。
　台湾では、新型コロナウイルス感染拡大により新規案件の獲得が進まなかったこと等の影響により、
前期比で減収・営業赤字となりました。
　以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高、営業利益及び経常利益ともに前期比で大幅な増
収増益となりました。
　また、親会社株主に帰属する当期純利益は、Linical Accelovance America, Inc.（以下、LAA社）
の前身であるAccelovance, Inc.が買収以前に受託していた案件に関する仲裁に関連する弁護士報酬や
和解金の支払、サイバー攻撃に関連した対策費等が発生する一方、LAA社の売主との間で合併契約上の
補償条項等に起因する紛争等に関し和解契約を締結し、エスクローから和解金を受け取ったことから
790百万円（前期比46.4％増）となりました。
　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用により、
売上高は226百万円増加し、営業利益及び経常利益はそれぞれ16百万円増加しております。
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　上記の米国での紛争については、2021年11月12日に公表しました「（開示事項の経過報告）当社
海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社
であるLAA社とTopical Remedy, LLC等と和解契約を締結したことにより今後これに関連する費用の
発生はなくなります。
　また、2021年11月４日に公表しました「Accelovance, Inc. （現Linical Accelovance America, 
Inc.）の売主との和解に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の連結子会社であるLinical USA, Inc. 
（以下「LUI社」）が、2018年４月に買収しましたAccelovance, Inc. （現Linical Accelovance 
America, Inc.）の売主との間で、合併契約上の補償条項等に起因する紛争等に関し、2021年11月３
日、売主がLUI社に対して1,445,000ドルをエスクローから支払う旨の条項を含む和解契約を締結しま
した。本件和解によってLUI社が受け取った1,445,000ドルについては、当連結会計年度において特別
利益に計上しております。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
・ＣＲＯ事業

　当社グループのＣＲＯ事業につきましては、売上高は10,615百万円（前期比13.8％増）、営業利
益は2,538百万円（前期比43.8％増）と増収増益となりました。

・育薬事業
　当社グループの育薬事業につきましては、売上高は939百万円（前期比1.0％減）、営業利益は
276百万円（前年比11.6％増）と減収増益となりました。

②設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

③資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。
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区分 第14期
(2019年３月期)

第15期
(2020年３月期)

第16期
(2021年３月期)

第17期
(当連結会計年度)
(2022年３月期)

売 上 高 (百万円) 11,313 10,935 10,279 11,555

経 常 利 益 (百万円) 1,253 918 588 1,183

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 568 482 539 790

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 25.09 21.38 23.91 35.00

総 資 産 (百万円) 13,259 14,260 15,280 15,716

純 資 産 (百万円) 5,250 5,338 5,712 6,543

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 232.48 236.37 252.92 289.69

0

3,000

6,000

9,000

12,000 11,313

第14期
（2019年3月期）

10,935

第15期
（2020年3月期）

10,279

第16期
（2021年3月期）

11,555

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

（百万円）売上高

0

300

600

900

1,200

1,500

第14期
（2019年3月期）

1,253

第15期
（2020年3月期）

918

第16期
（2021年3月期）

588

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

1,183

（百万円）経常利益

0

200

400

600

800

1,000

第14期
（2019年3月期）

568

第15期
（2020年3月期）

482

第16期
（2021年3月期）

539

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

790

（百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

0

4,000

8,000

12,000

16,000

第14期
（2019年3月期）

13,259

第15期
（2020年3月期）

14,260

第16期
（2021年3月期）

15,280

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

15,716
（百万円）総資産

0

3,000

5,000

7,000
6,000

4,000

2,000
1,000

第14期
（2019年3月期）

5,250

第15期
（2020年3月期）

5,338

第16期
（2021年3月期）

5,712

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

6,543

（百万円）純資産

0
50

350
300
250

150
100

200

第14期
（2019年3月期）

232.48

25.09

第15期
（2020年3月期）

236.37

21.38

第16期
（2021年3月期）

252.92

23.91

第17期
（当連結会計年度）
（2022年3月期）

289.69

35.00

（円）１株当たり当期純利益・１株当たり純資産額
１株当たり純資産額１株当たり当期純利益

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況

(注) １. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株
式総数により算出しております。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、2022年３月期
に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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会社名 資本金 当社の議決権比率 事業内容
LINICAL USA, INC. 300千USドル 100％ CRO事業
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 13百万台湾ドル 100％ CRO事業
LINICAL KOREA CO., LTD. 1,000百万ウォン 100％ CRO事業
LINICAL Europe Holding GmbH 25千ユーロ 100％ 持株会社
LINICAL Europe GmbH 25千ユーロ 100％ CRO事業
LINICAL Spain, S.L. 3千ユーロ 100％ CRO事業
LINICAL France SARL 1,002千ユーロ 100％ CRO事業
Linical Accelovance America, Inc. 108千USドル 100％ CRO事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

(注) 当社の議決権比率は間接保有を含んでおります。

(4) 対処すべき課題
　当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めて
おります。近年、国内外の製薬会社はその生命線である新薬の創出のため、自社の研究所以外に大学等
との共同研究による効率的な創薬研究の活性化、グローバルでの企業統合、買収等により、開発候補品
の充実を目指しています。また、新薬開発における投資効率を最大化するためには実質的な特許期間、
すなわち後発品出現までの期間を最大化する必要がありますが、そのために国際共同治験を活用し、主
要市場国における早期・同時発売を図ることは避けられない状況となっております。この状況に対応し
ていくため、当社グループでも経営施策を機動的かつ柔軟に展開していくことが要求されております。
当社グループにおきましては、継続的な売上高及び利益の拡大、それを支える内部管理体制の充実を図
るため、以下の課題を柱として取り組み、成長を期してまいります。

①国際的な治験業務の体制強化
　当社グループはアンメット・メディカル・ニーズが高く、治験難易度の高いがん、中枢神経系、免疫
疾患などの特定業務への特化、特定治験段階への特化を推進することによって構築した治験の各業務に
おける多様な知見・技術を欧州、米国など世界各地に展開することで、グローバルでの研究開発に積極
的な製薬会社に対して、高品質のCROサービスをグローバルワンストップに提供しております。
　2018年４月 、 当社米国子会社 が 米国 のCROであるAccelovance,Inc.（Linical Accelovance 
America, Inc.に商号変更済み）を子会社化し、世界最大の市場である米国での当社グループの機能強
化を図りました。これにより、日本・アジア、米国、欧州の３極を枢軸とする国際共同治験に対応する
体制を一層充実させました。さらに、2019年５月には中国上海に新たに子会社を設立しております。
　現在、米国、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、オランダ、ポーランド、チェコ、ルーマニ
ア、中国、韓国、台湾、シンガポール等に現地法人を有しており、今後も、これらの国における国際共
同治験の実施ニーズに合わせて規模拡大、機能強化を行い、現地法人の国際共同治験に対応できる体制
を一層強化してまいります。
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　一方で、国際共同治験の実施には、参加国における規制当局の考え方、医療保険制度、医療機関の体
制、治験に対する患者側の参加姿勢など、様々な環境の違いがあります。当社グループにおいても、各
拠点の環境の相互理解に基づく手順やシステムの統合、プロジェクトマネジメントの強化は、喫緊の課
題となっております。
　加えて、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど、季節性や地域性のある疾患に対するワク
チンや治療薬等の開発を迅速に実施するためには、北半球だけでなく南半球においてもサービス拠点を
確立し、年間を通して対象症例の組み入れが可能となる治験実施体制の構築が必要であると考えており
ます。

②モニタリング業務の品質の向上・維持
　当社グループの主要な業務でありますモニタリング業務の品質を向上・維持することは、製薬会社と
の良好な信頼関係を構築し、経営基盤を安定化するうえで最重要の課題であります。そのため、品質マ
ネジメントシステム、教育研修のさらなる充実化、ITシステム等を活用したモニタリングの効率化など
を推進しています。また、日本では品質管理部門や当社独自の組織であるプロジェクト・コミッティー
の機能を強化することにより、モニタリング業務、ひいては臨床試験の品質の向上・維持に努めてまい
ります。なお、プロジェクト・コミッティーとは、受託業務に係る品質を担保するために設置されてい
る社内の組織であり、受託した治験実施計画書に対して事前に当社グループとして特に留意すべき点の
確認・指示を行います。また、国際共同治験の増加に伴い、治験実施計画書の日本における実施可能性
の検討や代替案の提示など役割範囲が拡大しております。構成メンバーは、臨床試験を主体とする開発
業務に精通した経験者及び社外の医師から成り、グローバル化した当社グループの全社的な品質の向上
と標準化に貢献するものとなっております。

③創薬支援、育薬への展開
　当社グループは、CRO事業の一部として、従前のモニタリング業務に加え、医薬品市場分析と開発
戦略立案、規制当局に対する届出・相談・申請業務および共同開発や導出などパートナリング支援等を
行う創薬支援業務や、これらの後工程に位置する医薬品発売後の期間において、医薬品の適正使用に寄
与するデータ等を収集するための臨床研究等の企画、モニタリング業務、監査業務等を行う育薬事業を
展開し、サービス提供領域を拡大しております。CRO事業における創薬支援業務については、サービ
ス提供に高度な知識・経験が求められるため、人材確保・育成による受注能力の拡充が課題と考えてお
ります。また、創薬支援業務は、医薬品開発におけるワンストップサービスの導入部分となるため、当
該業務の拡充は、グローバルのヘルスケア市場において存在感を高めているバイオテック企業の開拓と
中長期的な関係構築のために極めて重要な課題と考えております。また、日本では、2018年４月に臨
床研究法が施行され、発売後の医薬品に関する臨床研究は、治験とほぼ同様のルールによる規制を受け
ることになりました。この臨床研究法は、治験と同様に臨床研究においても責任の所在を明確化しデー
タの信頼性を確保するためのものとなっており、これによって客観性とリソースを確保するためのアウ
トソーシングニーズが拡大してきております。育薬事業にとっても大きなビジネスチャンスであり、
CRO事業で得たノウハウ等を利用することにより、CRO事業同様、育薬事業においても高い品質のサ
ービスを提供できるよう対応してまいります。
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④優秀な人材の確保と育成
　開発難易度の上昇、研究開発費の高騰する新薬開発効率化ニーズに対応し、モニタリング業務の受託
を拡大するにあたり、その業務の中心となる優秀なCRA（注）の確保及び育成は必要不可欠であります。
また国際共同治験の増加に伴い、これらに特有の業務や、各国間のプロジェクトマネジメント業務が増
大いたします。このための人材育成も喫緊の課題であります。
(注) CRA（Clinical Research Associate）とは、臨床開発モニターと訳されます。医薬品開発段階での治験が、薬機法（医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）その他の関連法令及び治験実施計画書を遵守して行われ
ているかどうかを監視（モニタリング）する担当者のことをいいます。

⑤財務基盤の安定化
　当社グループは、グローバルに高品質なサービスを提供し続け、製薬会社から信頼を得て業務を継続
的に受託することにより高い収益性の確保を目指します。また、予算実績管理及びコスト管理を徹底す
ることにより内部留保の充実を図り、優秀な人材の確保、国際共同治験への体制構築等、将来の事業発
展に必要不可欠な成長投資に備えてまいります。
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(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

事業区分 事業内容

医 薬 品 開 発 業 務
受 託 事 業
( C R O 事 業 )

製薬会社が行う医薬品開発のための治験において、モニタリング業務（注）を中心に、品質管理、
データマネジメント、統計解析、メディカルライティング、ファーマコビジランスなどの業務、
さらには治験の企画や薬事対応、承認申請などに関するコンサルティング業務を創薬支援として
行っています。

医 薬 品 製 造 販 売 後
支 援 事 業
( 育 薬 事 業 )

当社グループの柱の事業であるCRO事業の強みを活かし、企業・医師主導臨床研究の組織体制
構築業務、製造販売後の企画業務・モニタリング業務・監査業務を行っています。

　当社グループは、医薬品の開発・販売における戦略的ビジネスパートナーとして、医薬品開発業務受
託事業と医薬品製造販売後支援事業をグローバルに展開しております。
　各事業における主要な事業内容は以下のとおりです。

(注) モニタリング業務とは、医療機関との契約手続きをはじめ、担当医師に対する治験への患者様の組入れ依頼、投与後のデータ（有効性、安全
性）の回収、データ信頼性の確保等を行う業務をいいます。

医薬品開発の段階

基礎研究

非臨床試験（動物実験）

製造販売後調査及び
臨床試験 フェーズⅣ

期　間

1 

2 

5 

2～3年

3～5年

3～7年

2～3年

4～10年

治験 フェーズⅠ～Ⅲ

申請・承認・販売

3

4

研 

究

開 

発

販
売
後

創薬支援ＣＲＯ
市場分析
開発戦略立案
薬事対応
パートナリング支援

モニタリング
データマネジメント
メディカルライティング
ファーマコビジランス
統計解析
品質管理（QC）

育薬
企業・医師主導臨床研究の企画・モニタリング・監査業務
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(6) 主要な事業所（2022年３月31日現在）
大 阪 本 社 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号

東 京 オ フ ィ ス 東京都港区東新橋一丁目９番２号

(7) 使用人の状況（2022年３月31日現在）

事業区分 使用人数 前連結会計年度比増減
C R O 事 業 661名 18名減

育 薬 事 業 43名 2名減

全 社 ( 共 通 ) 139名 18名増

合 計 843名 2名減

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
417名 41名減 34.2歳 6.3年

①企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数で記載しております。

②当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
借入先 借入額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,188,340千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,053,392

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,095,026

株 式 会 社 り そ な 銀 行 193,392

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 143,392
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２．株式の状況（2022年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 49,600,000株

(2) 発行済株式の総数 24,740,000株

(3) 株主数 4,245名

株主名 持株数 持株比率
株 式 会 社 秦 野 4,495千株 19,90％

株 式 会 社 髙 橋 1,990 8.81
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,243 5.50

高 木 幸 一 1,200 5.31

辻 本 桂 吾 1,024 4.53

株 式 会 社 坂 本 807 3.58

秦 野 和 浩 742 3.29

髙 橋 明 宏 741 3.28

坂 本 勲 勇 735 3.26

河 合 　 順 600 2.66

(4) 大株主（上位10名）

(注) １. 当社は、自己株式を2,153,564株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
(1) 当事業年度末日における当社役員が保有している新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中において使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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(1) 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 秦 野 和 浩
開発本部長
経営企画室長
営業企画室長

取 締 役 副 社 長 辻 本 桂 吾

欧米統括責任者
国際事業部長
LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director
LINICAL USA, INC. Chairman & Director
Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director
LINICAL KOREA CO., LTD. 理事
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事
Linical China Co., Ltd. 董事

取 締 役 副 社 長 河 合 　 順
LINICAL USA, INC. Director, President & CEO
Linical Accelovance America, Inc. Director, President & 
CEO

専 務 取 締 役 髙 橋 明 宏

Chief Financial Officer（CFO）
Chief Information Officer（CIO）
管理本部長
LINICAL KOREA CO., LTD. 理事
Linical China Co., Ltd. 董事
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事

常 務 取 締 役 宮 崎 正 哉
アジア統括責任者
LINICAL KOREA CO., LTD. 理事
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長
Linical China Co., Ltd. 董事長

取 締 役 坂 本 勲 勇 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO

取 締 役 山 口 志 織 Chief Compliance Officer（CCO）
監査室長

取 締 役 野 木 森 　 雅 　 郁 三井不動産株式会社　社外取締役
株式会社ダイセル　社外取締役

取 締 役 大 澤 昭 夫 株式会社シーエムプラス　顧問

常 勤 監 査 役 中 　 島 　 与 志 明
LINICAL KOREA CO., LTD. 監事
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 監察人
Linical China Co., Ltd. 監事

常 勤 監 査 役 村 上 祐 一

常 勤 監 査 役 安 藤 良 光

４．会社役員の状況

(注) １. 取締役野木森雅郁氏及び取締役大澤昭夫氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役中島与志明氏、常勤監査役村上祐一氏及び常勤監査役安藤良光氏は、社外監査役であります。
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区分 支給人員 支給額
取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

10名
(2)

254百万円
(15)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

4
(4)

44
(44)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

14
(6)

299
(59)

３. 取締役野木森雅郁氏、取締役大澤昭夫氏、常勤監査役中島与志明氏、常勤監査役村上祐一氏及び常勤監査役安藤良光氏は、東京証券取引
所に対し、独立役員として届け出ております。

４. 常勤監査役村上祐一氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりです。
  ① 2021年６月24日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって、取締役田尻一裕氏は任期満了により退任いたしました。
  ② 2021年６月30日をもって、監査役下村恭一氏は辞任により退任いたしました。
  ③ 2021年６月24日開催の第16回定時株主総会において、安藤良光氏は新たに監査役に選任され、2021年７月１日に就任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額となります。また、2021年６月30日をもって社外監査役を辞任いたしました下村恭一氏との間
で同様の契約を締結しておりました。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、優秀な人材の確保、職務執行の萎縮の防止のため、当社及び子会社の取締役（社外取
締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、会
社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険
により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害
賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但
し、法律違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないな
ど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料
負担はありません。なお、2022年12月に当該保険契約を上記内容にて更新する予定であります。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
①当事業年度に係る報酬等の総額

(注) １. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 取締役の報酬等の総額には、2021年６月24日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。ま

た、監査役の報酬等の総額には、2021年６月30日をもって辞任した社外監査役１名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会
社役員の員数は、取締役9名（うち、社外取締役２名）、監査役３名（うち、社外監査役３名）であります。
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３. 取締役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第２回定時株主総会において年額800百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。

４. 監査役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第２回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主
総会終結時点の監査役の員数は、3名です。

②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
　当社は、2021年５月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること等を確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しております。

イ．取締役報酬の基本方針
　当社の取締役報酬制度は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価
値の向上を実現し、また、業務執行・経営監督等の機能が、透明性・公平性を保ちつつ適切に発
揮されることを目的として定めております。当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のと
おりです。
a．報酬等の種類ごとの割合の決定方針

取締役の報酬等の種類は、固定の金銭報酬である基本報酬のみとします。
現在、当社の業務執行を担う取締役は、会社の設立メンバーであり、既に一定数の当社株式

を保有しております。そのため、単年度及び中長期の業績を反映した株主価値の増減が保有株
式の価値の増減と連動しており、実質的な業績連動報酬を内包しているものと考えておりま
す。このような観点から、現時点において業績連動賞与や株式報酬等の非金銭報酬を設定して
おりません。なお、今後の設立メンバー以外の業務執行を担う取締役の就任など会社組織形態
の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。

b．報酬等（業績に連動しない金銭報酬）の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、取締役会で

経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として
確定します。

取締役の報酬は取締役が職務に専念できるように固定の金銭報酬である基本報酬（月例定額
報酬）とし、各取締役の役位、職責の内容に応じた基本部分と、職責のリスクに応じたリスク
手当部分、並びに在任年数に応じた功績部分の３つから構成されます。
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区分 氏名 他の法人等の重要な兼職の状況 他の法人等との関係
取 締 役 野 木 森 　 雅 　 郁 三井不動産株式会社　社外取締役、

株式会社ダイセル　社外取締役
当社と特別な関係は
ありません

取 締 役 大 澤 昭 夫 株式会社シーエムプラス　顧問 当社と特別な関係は
ありません

監 査 役 中 　 島 　 与 志 明
LINICAL KOREA CO., LTD. 監事
LINICAL TAIWAN CO., LTD. 監察人
Linical China Co., Ltd. 監事

全て当社の子会社で
あります

ロ．個人別の報酬等の決定に関する方針
各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的

内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、取締役会で決議し
た報酬総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定します。

ハ．取締役に対し報酬等を与える時期等
基本報酬は、月例の定額報酬とします。

③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長秦野和浩氏に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任してお
ります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役
社長が適していると判断したためであります。

(5) 社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　他の法人等の重要な兼職の状況は次のとおりであります。
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区分 氏名 活動状況

取 締 役 野 木 森 　 雅 　 郁

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、国内大手製薬会社で
の代表取締役社長等を歴任し培った会社経営に対する豊富な経験と知識に基
づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や助言等を
行い、業務執行の監督、並びに企業価値向上に対する役割を果たしておりま
す。

取 締 役 大 澤 昭 夫

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、外資系大手製薬会社
の日本法人での代表取締役社長等を歴任し培った会社経営に対する豊富な経
験と知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言や助言等を行い、業務執行の監督、並びに企業価値向上に対する役割を果た
しております。

監 査 役 中 　 島 　 与 志 明

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、国内大手製薬会社等
での執行役員としての豊富な経験と知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行いました。
また、監査役会14回の全てに出席し、健全な会社経営に資するための意見交
換等を行いました。

監 査 役 村 上 祐 一

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、国内大手製薬会社で
経理財務関連の部署を率いた経験やその子会社の監査役を務めた経験と知識
に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い
ました。
また、監査役会14回の全てに出席し、健全な会社経営に資するための意見交
換等を行いました。

監 査 役 安 藤 良 光

2021年7月１日就任以降に開催された取締役会９回の全てに出席し、国内大
手製薬会社等において、グローバル開発リーダー、臨床開発部長や取締役常務
執行役員開発本部長を歴任し新薬の開発を牽引した経験と知識に基づき、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行いました。
また、2021年７月１日就任以降に開催された監査役会９回の全てに出席し、
健全な会社経営に資するための意見交換等を行いました。

監 査 役 下 村 恭 一

2021年6月30日に退任するまでに開催された取締役会５回の全てに出席し、
国内大手製薬会社において、研究所所長や執行役員研究開発センター長として
新薬の研究開発を率いた経験と知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を行いました。
また、2021年6月30日に退任するまでに開催された監査役会５回の全てに出
席し、健全な会社経営に資するための意見交換等を行いました。

②当事業年度における主な活動状況

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が
８回ありました。
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支払額
・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 55,175千円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55,175千円

５．会計監査人の状況
(1) 名称　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社の重要な子会社のなかには、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有する者
を含む）の監査を受けている海外の子会社があります。

３. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画
の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会
計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総
会に提出いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりであります。

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、「企業行動規範」を定め、取締役及び使用人が法令・定款及び社内規程を遵守して活動で
きるよう、継続的に教育・推進を行う。また、取締役及び使用人は、「企業行動規範」の遵守を誓
約する旨を記載した文書に毎年署名し、会社に提出する。
②当社の代表取締役社長は、コンプライアンス体制の総括責任者として担当取締役を任命し、当該担
当取締役は組織内のコンプライアンスの推進、監督、及び法規制、当社ポリシー等へのコンプ
ライアンスの確保に努める。
③当社の監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に参加し、コンプライアンス体制の整備及び運
用状況の確認を行う。

④当社は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査部を設置し、当部門は監査役と連携して法
令・諸規則の遵守状況の監視を行い、取締役会にて報告する。

⑤当社は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる基準に準拠して、財務報
告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評価する。

⑥当社は、「社内通報マニュアル」に基づき、社内通報窓口を設置し、法令違反ないし不正行為によ
る不祥事の防止及び早期発見、並びに社会的信頼の確保に努める。係る通報があった場合、これを
理由として通報者が不利益な取扱いを受けないよう、その保護を徹底する。
⑦当社は、「企業行動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、反社会的勢力、組織又は
団体に対しては、不正又は不当な要求に応じず断固たる対応を貫き、一切の関係を遮断する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「業務決裁規程」、「職務権限規程」、「組織・業
務分掌規程」、「稟議規程」及び「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に従い、取締役の職務執
行に係る情報を議事録、稟議書等の文書に記録し、適切に保存する。取締役及び監査役は、これらの文
書を常時閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、「リスクマネジメント規程」に基づき、企業活動に影響を及ぼす恐れのあるリスクを想
定し、問題発生の未然防止に努める。リスクマネジメント委員会がリスクマネジメント方針・
計画を策定し、各部門は年度毎にリスクの抽出、回避策・対応策の検討を行い、評価を行う。
リスクマネジメント委員会は評価結果を確認の上、取締役会に報告する。
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②重大な経営リスクが顕在化したときには、「危機対応規程」に従い、代表取締役社長を本部長と
した対策本部を設置し、被害を最小限にするための対策を講じる。その他、重要な問題事象が発
生した場合は、危機対応委員会がこの対応にあたる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「業務決裁規程」、「職務権限規程」、「組織・
業務分掌規程」及び「稟議規程」等の社内規程により、取締役の職務権限及び会議体の付議基準を
明確化し、より効率的で妥当性のある意思決定を実現する。
②当社は、取締役会は原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、
経営会議を月１回以上開催し、取締役会への付議事項に関する十分な事前検討、及び取締役会への
報告事項に関する事前決定を行うことにより、意思決定の迅速化を図る。

(5) 当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及びグループ各社は、コンプライアンスに関する基本方針として「企業行動規範」を共有
し、業務の適正を確保する。
②当社及びグループ各社は、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制を実行し、財務報告
の信頼性を確保する。
③当社及びグループ各社は、リスク管理に係る規則に従い、リスクに関する管理体制を構築する。
④当社は、経営計画において当社及びグループ各社が達成すべき目標を明確化するとともに、業務遂
行状況の評価、管理を行う。
⑤当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報
について定期的に報告を受け、その状況を把握する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　当社の取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の
うえ、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。また、当該使用人がその業務に関して監査
役から指示を受けたときは、その指示の実効性を確保する。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役が指定する補助すべき職務に関しては、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたも
のとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
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(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、直ちに監
査役へ報告する。
②当社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的にまたは随時に、事業に関する報告を行
う。
③重要な社内通報案件ついては、定期的にまたは随時に、監査役へ報告する。
④監査役へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう、その
保護を徹底する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該
費用又は債務を処理する。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社の監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、経営会議、取締役
会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び
使用人に説明を求める。取締役及び使用人はこの求めを阻むことはできない。
②当社の監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実
効性を確保するとともに、内部監査部と緊密な連携を保ちながら監査役監査の実効を図る。

　当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制の運用状況は、以下のとおりであります。

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社及びグループ各社は、共通の経営理念、企業行動規範を定め、取締役、監査役、執行役員及び使
用人に浸透を図っております。また、当社は監査役、コンプライアンス担当役員及び内部監査部が効
率的に連携することにより、コンプライアンス体制の強化を図り、法令遵守のみならず企業倫理の観点
からリスクの把握に努めています。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類等について、法令に従い適切に保存しておりま
す。また、その他重要書類についても、各種規程類にその保存条件を定め、適切に保存しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、リスクマネジメント方針に基づき、各部門においてリスクの抽出、回避策・対応策の
検討、評価を行っております。リスク評価の結果は、リスクマネジメント委員会による確認を
経て、取締役会に報告されています。

②また、「危機対応規程」に基づき、対策本部あるいは対応委員会を開催し、リスク情報の共
有・早期解決に努めております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、「取締役会規程」、「経営会議規程」等において、取締役会による決議事項等の意思決定の
ルールを明確にし、これに基づき運用を行っております。当事業年度は、取締役会を14回、経営会議
を計12回開催し、審議を行い、効率的かつ妥当性のある意思決定の実現に努めました。

(5) 当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、当社グループの業務執行に関して、経営企画室が主体となりグループ各社の管理を行ってお
ります。また、当社取締役会は、定例取締役会において毎月、グループ各社の業務執行及び財務状況に
ついて報告を受け、確認を行っております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　当社は、監査役が監査機能を十分に発揮するために、その職務を補助すべき使用人として監査役スタ
ッフを設置しております。監査役スタッフは、監査役からの指示に従い、監査役会事務局等の業務を遂
行しております。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　当社の監査役スタッフは、業務執行から独立し、監査役の指揮命令に従い、監査役関連業務を遂行し
ております。
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(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
　当社の取締役及び使用人は、適宜適切に監査役に事業の報告を行うほか、必要に応じ監査役会へ報告
しており、当社または子会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに監査役へ報告するこ
ととしております。また、当社は社内通報制度を整備しており、その運用状況について監査役会へ報告
を行っております。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役から職務の遂行のため発生する費用について請求があった場合は、速やかに当該費用
の支払いを行っております。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社監査役は、取締役の業務の執行状況や会社の意思決定プロセスの確認を行うため、経営会議、取
締役会等の重要会議への出席、稟議書類や決算関連書類等の重要文書の閲覧を行っております。また、
監査役会において内部監査部から内部監査の実施状況について報告を受け、当社内におけるリスクの
把握と効率的な監査役監査の実施に努めております。
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７．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、中長期的な成長による企業価値向上と利益還元のバランスの最適化を図ることを重要施策と
位置づけ、株主の皆様からお預かりした資本に対して如何に報いるかという視点に立ち、業績を勘案し
た配当施策を行い、安定的に利益還元に努めてまいります。当社は、機動的な資本政策及び配当政策を
遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に別段の定めのあ
る場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を当社定款で定めております。
　なお、内部留保金につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な成長投資として活用し、中長期的
な成長による企業価値向上を通じて株主の皆様の期待にお応えしてまいります。
　以上の方針に基づき、当期の配当につきましては、１株当たり14円00銭とさせていただきます。

(注) この事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2022年３月31日現在） (単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

前 払 費 用

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産　

10,321,087

5,985,618

2,917,990

197,784

987,891

266,645

△34,842

5,395,381

664,111

55,190

110,365

498,554

3,565,883

3,406,633

159,249

1,165,387

347,652

5,461

366,280

445,992　

流 動 負 債 5,478,102
短 期 借 入 金 600,000
1年内返済予定の長期借入金 539,976
未 払 金 533,842
未 払 費 用 402,485
未 払 法 人 税 等 193,650
未 払 消 費 税 等 38,747
前 受 金 2,147,272
預 り 金 688,038
賞 与 引 当 金 171,809
そ の 他 162,279

固 定 負 債 3,695,198
長 期 借 入 金 2,533,566
リ ー ス 債 務 430,959
退 職 給 付 に 係 る 負 債 689,644
そ の 他 41,028

負 債 合 計 9,173,300
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,161,567
資 本 金 214,043
利 益 剰 余 金 6,604,985
自 己 株 式 △657,461

その他の包括利益累計額 381,601
その他有価証券評価差額金 42,339
為 替 換 算 調 整 勘 定 322,124
退職給付に係る調整累計額 17,138
純 資 産 合 計 6,543,169

資 産 合 計 15,716,469 負 債 純 資 産 合 計 15,716,469

連結計算書類

39



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

ご
参
考

連結損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 11,555,088

売 上 原 価 7,943,518

売 上 総 利 益 3,611,570

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,525,666

営 業 利 益 1,085,903

営 業 外 収 益

受 取 利 息 598

為 替 差 益 100,596

投 資 有 価 証 券 評 価 益 11,781 112,977

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14,180

そ の 他 1,106 15,286

経 常 利 益 1,183,594

特 別 利 益

和 解 金 162,329 162,329

特 別 損 失

仲 裁 関 連 費 用 145,912

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費 168,069 313,981

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,031,942

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 249,821

法 人 税 等 調 整 額 △8,367 241,454

当 期 純 利 益 790,487

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 790,487
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連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 214,043 6,142,987 △657,461 5,699,568

会計方針の変更による累積的影響額 △12,279 △12,279
会計方針の変更を反映した当
期 首 残 高 214,043 6,130,708 △657,461 5,687,289

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △316,210 △316,210

親会社株主に帰属する当期純利益 790,487 790,487
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 474,277 － 474,277

当 期 末 残 高 214,043 6,604,985 △657,461 6,161,567

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 11,084 △1,451 3,418 13,052 5,712,620

会計方針の変更による累積的影響額 △12,279
会計方針の変更を反映した当
期 首 残 高 11,084 △1,451 3,418 13,052 5,700,341

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △316,210

親会社株主に帰属する当期純利益 790,487
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 31,254 323,575 13,719 368,549 368,549

当 期 変 動 額 合 計 31,254 323,575 13,719 368,549 842,827

当 期 末 残 高 42,339 322,124 17,138 381,601 6,543,169

41



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

ご
参
考

貸借対照表（2022年３月31日現在） (単位：千円)

資 産 の 部      負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

立 替 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

商 標 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

5,477,906

2,952,977

1,597,931

84,508

215,250

595,369

31,870

6,099,662

69,506

45,844

8,474

15,187

8,186

3,790

4,396

6,021,969

347,652

4,398,202

737,364

703

300,867

234,091

3,088　

流 動 負 債 2,134,592
短 期 借 入 金 600,000
1年内返済予定の長期借入金 539,976
未 払 金 291,489
未 払 費 用 90,692
未 払 法 人 税 等 133,000
未 払 消 費 税 等 15,781
前 受 金 21,939
預 り 金 229,472
リ ー ス 債 務 4,124
賞 与 引 当 金 142,447
そ の 他 65,669

固 定 負 債 3,166,675
長 期 借 入 金 2,533,566
リ ー ス 債 務 12,996
退 職 給 付 引 当 金 617,024
そ の 他 3,088

負 債 合 計 5,301,267
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,233,962
資 本 金 214,043
資 本 剰 余 金 73,000

資 本 準 備 金 73,000
利 益 剰 余 金 6,604,380

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,604,380
別 途 積 立 金 11,000
繰 越 利 益 剰 余 金 6,593,380

自 己 株 式 △657,461
評 価 ・ 換 算 差 額 等 42,339

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 42,339
純 資 産 合 計 6,276,301

資 産 合 計 11,577,569 負 債 純 資 産 合 計 11,577,569

計算書類
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損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,294,090

売 上 原 価 4,742,838

売 上 総 利 益 1,551,252

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,045,075

営 業 利 益 506,176

営 業 外 収 益

受 取 利 息 32,060

為 替 差 益 140,293

そ の 他 14,136 186,490

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,367 8,367

経 常 利 益 684,299

特 別 損 失

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費 164,355 164,355

税 引 前 当 期 純 利 益 519,944

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 177,258

法 人 税 等 調 整 額 △17,741 159,517

当 期 純 利 益 360,426
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途 積 立 金 繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 214,043 73,000 73,000 11,000 6,549,163 6,560,163
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △316,210 △316,210
当 期 純 利 益 360,426 360,426
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 44,216 44,216
当 期 末 残 高 214,043 73,000 73,000 11,000 6,593,380 6,604,380

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △657,461 6,189,745 11,084 11,084 6,200,829
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △316,210 △316,210
当 期 純 利 益 360,426 360,426
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 31,254 31,254 31,254

当 期 変 動 額 合 計 － 44,216 31,254 31,254 75,471
当 期 末 残 高 △657,461 6,233,962 42,339 42,339 6,276,301
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独立監査人の監査報告書

株 式 会 社 リ ニ カ ル
　取 締 役 会　御 中

2022年５月19日

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 井 田   晶 代　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山　岸　康　徳　㊞

有限責任監査法人トーマツ
大　阪　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社リニカルの2021年4月1日から2022年3月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社リニカル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以　上
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独立監査人の監査報告書

株 式 会 社 リ ニ カ ル
　取 締 役 会　御 中

2022年５月19日

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 井 田   晶 代　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山　岸　康　徳　㊞

有限責任監査法人トーマツ
大　阪　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社リニカルの2021年4月1日から2022年3月

31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第17期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各
監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成しましたので、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け
るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社リニカル　監査役会
常勤監査役 中　島　与志明　㊞
常勤監査役 村　上　祐　一　㊞
常勤監査役 安　藤　良　光　㊞

2022年５月26日

(注) 常勤監査役中島与志明、村上祐一及び安藤良光は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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トップインタビューご参考

代表取締役社長

秦野 和浩

経 営 理 念
医薬品開発のあらゆる場面で常にプロフェッショナルとし
ての質を提供し、ステークホルダーである製薬会社、医療
機関、患者ならびに株主、従業員の幸せを追求する。

　

当期の
ポイント

　● 新型コロナウイルス感染症拡大による
   影響から正常な回復軌道に
　● 欧米事業の事業拡大、収益貢献が促進
欧米事業が過去最高の売上高・営業利益を記録

　

CRO業界の動向をどう見ています
か？
グローバルのCRO市場は製薬業界とともに成
長しており、今後も拡大が続くとみていま
す。医薬品開発では一層のスピードアップと

コストダウンが求められていることに加え、開発品
目の多様化などにより、臨床開発の専門家である
CROへの外注ニーズは引き続き増加しています。中
でも米国は、多数の製薬会社、バイオベンチャーが
新薬の開発を行う、世界最大の医薬品市場であり、
世界最大のCRO市場です。今後も高い成長率が見込
まれるため、この米国市場をどう取り込むかが、競
争が激化するCRO業界において勝ち上がるための鍵
です。また、日本を含めた主要国では、グローバル
で迅速に新薬承認を取得するため、国際共同治験が
増加しています。こうした国際化・大規模化が進む
臨床開発において、グローバル基準を正しく理解
し、どの地域においても高品質のサービスを提供で

きるグローバルCROの重要性がより高まっていくと
考えています。

コロナ禍を経て今後、持続的な成長
をどう実現していきますか？
海外事業、特に欧米において旺盛な新薬開発
需要を取り込み、より多くの大型グローバル
試験を獲得することで、グループとして一層

の成長を図ります。2005年6月に起業した当社は、
当初から「日本発のグローバルCRO」を目指してお
り、2008年には最初の海外子会社を米国に設立しま
した。その後も積極的な海外進出を進め、2014年に
は韓国、欧州で、2018年には米国で、それぞれ現地
CROを買収し、現在では18以上の国と地域に事業を
展開しています。2022年3月期の海外売上高比率は
5割にまで拡大し、さらにその比率を上げていきたい
と考えています。
最大市場の米国では、潤沢な開発資金を背景に、大手製

Q
A Q

A

持続的な成長に向け
日亜・米・欧の
3極体制の強化を継続
グローバルCROとして
3極間シナジーによる受注獲得を
さらに加速する。
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薬企業をしのぐ規模のバイオベンチャーがいくつも
台頭しています。私たちはこうした比較的新興のバ
イオベンチャー企業に対して、リニカルらしいきめ
細かなサービスと、グローバルCROとして最適なソ
リューションを提供することで、すでに大口顧客を
抱えリソースに制限のある大手CROとの差別化を図
り、リピート受注を獲得しています。今後も米国子
会社の規模拡大を進め、有望な開発パイプラインを
持つ新規顧客の開拓に注力していきます。
また、欧州では、大手製薬会社等より大型グローバ
ル案件の受注を複数獲得し、受注残高が大きく増加
しており、グループ全体の売上増に貢献し始めてい
ます。このように、当社グループの日亜・米・欧の3
極体制を最大限に活かし、グループでのシナジーを
発揮して受注獲得を加速させていきます。

日本事業の展望はいかがでしょう
か。

日本は世界で有数の医薬品市場であることに
変わりはなく、日系製薬企業のみならず、海
外の製薬会社や国内外のバイオベンチャーに

とっても魅力的な市場であり続けると考えていま
す。日本発のグローバルCROとして、こうしたお客
様と戦略的なパートナー関係を構築し、創薬段階か
ら臨床開発、製造販売後の育薬まで、一気通貫でサ
ポートしていきます。特に、これから日本の医薬品
市場へ参入しようとしている、国内外のバイオベン
チャーや中堅ファーマのお客様に対して、第3の柱と
して立ち上げた創薬支援事業で、きめ細かいコンサ
ルティングサービスを提供しており、着実に実績を
積み重ねています。創薬支援事業部には、製薬会社
で広範囲にわたる医薬品開発業務を長年経験したプ
ロフェッショナルを集めており、市場分析から薬
事・開発戦略立案、販売にあたっての戦略的提携先
の選定から契約締結まで、トータルにサポートでき
るのが特長です。

疾患領域の面では、リニカルは、設立当初から、免
疫、中枢神経系（CNS）、そしてがん（オンコロジ
ー）の3つを得意領域としており、これら開発難易度
の高い疾患を中心に、より一層高品質・スピーディ
なサービスを提供していきます。さらに、再生医
療、細胞医薬、治療アプリといった、今後拡大が見
込まれる最新の治療法による治験にも先駆けて取り
組んでおり、眼科、皮膚科、希少疾患等まで対象疾
患領域を拡大しています。
日本ではこのように、顧客・疾患領域・サービスの
各面からビジネスモデルを進化させ、中長期的な成
長を維持しつつ、収益力を向上させていきます。

最後に株主の皆様へのメッセージを
お願いします。
当社は、グローバルでの事業拡大により成長
を続け、中長期的な企業価値向上を目指して
います。今後、巨大医薬品市場である欧米を

中心に海外投資を行っていくことなどを踏まえ、グ
ローバルな投資家との対話を重視するプライム市場
を選択しました。移行基準日（2021年6月30日）に
おいて上場維持基準のうち「流通株式時価総額」の
み未達※であったため、2025年3月期までの3か年の
中期経営計画期間内に、「流通株式時価総額」の上
場維持基準を充足させることを目指します。このた
めに、収益力の強化を進めるとともに、コーポレー
トガバナンスと、企業としてのアカウンタビリティ
の強化に取り組む計画書を提出しています。
株主の皆様におかれましては、引き続き長期的な視
点でリニカルを応援いただけますよう何卒お願いい
たします。利益還元につきましては、引き続き安定
した配当によりお応えしてまいります。今後とも当
社グループにご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろ
しくお願い申しあげます。

※基準100億円に対し判定結果は81.3億円

Q

A

Q
A
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リニカルの成長戦略ご参考

2023年３月期連結業績予想
売上高 営業利益

12,440百万円／前期比7.7％ 増
　

1,224百万円／前期比12.7％ 増
　

経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

1,204百万円／前期比1.7％ 増
　

871百万円／前期比10.2％ 増
　

　売上高は、欧米事業において順調に大型グローバル案件の受注獲得が進んでいることから、対前期比で増
収となる12,440百万円（前期比7.7％増）を見込んでおります。営業利益は、欧米での事業拡大に伴う人材
投資や、業務のデジタル化や情報セキュリティ等のIT投資が発生するものの、日本事業を中心に原価を厳密
にコントロールすることで、前期比大幅増となる1,224百万円（前期比12.7％増）を見込んでおります。地
域別の詳細は下記の通りです。

　米国におきましては、直近に米国発の大型の米欧試験の受注を獲得するなど、米国市場の新薬開発は旺盛
で、足元の新規案件の引き合いも大きく増加しており、次期の売上に貢献する新規受注を順調に獲得してお
ります。また、営業部門の強化を含め、引き続き米国市場の深耕に注力し、過去最高を記録した当期の業績
をもとにさらなる持続的な成長を図ります。このような状況を反映し、米国においては次期においても順調
に業績が推移するものと見込んでおります。

　欧州におきましては、営業部門強化が大きな成果を出しており、日亜米欧で実施される大型グローバル案
件等を含む複数案件の受注を獲得し、次期以降の売上に貢献する受注残高が大きく増加しています。また、
足元の新規案件の引き合いも大きく増加しており、欧州市場においても新薬の開発需要は旺盛な状況です。
さらに、米国で獲得した大型の米欧試験については、その一部が欧州で実施されるなど、グループ内で営業
面でのグローバル・シナジーも増加しています。このような状況を反映し、欧州においては次期においても
順調に業績が推移するものと見込んでおります。

　日本・アジア地域におきましては、まず、日本において、新型コロナウイルス感染症への対応の相違等か
ら欧米市場ほどの新薬開発需要の回復には至っておらず、引き続き地道な営業活動による新規案件の掘り起
こしが必要な状況にあります。しかしながら、足元では大型の新規案件の引き合いも発生しており、受注環
境に好転の兆しも見られます。また、中国において、上海市等でロックダウンが実施されており、業績全体
への影響は小さいものの状況を注視しております。

　以上の当社グループの展開地域の状況に基づき、次期の業績見通しにつきましては、売上高は12,440百
万円（前期比7.7％増）、営業利益1,224百万円（前期比12.7％増）、経常利益1,204百万円（前期比1.7％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益871百万円（前期比10.2％増）を見込んでおります。
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受注残高の推移
2020年
３月期末

2021年
３月期末
（Ａ）

2022年
３月期末

2022年
５月16日時点
（Ｂ）

増減率％
(Ｂ-Ａ)/Ａ

受 注 残 高 19,900 19,196 22,514 23,344 21.6

内訳

中 外 製 薬 3,227 3,351 3,786 3,569 6.5

エ ー ザ イ 3,802 2,926 2,795 2,362 △19.3

小 野 薬 品 工 業 1,328 841 653 634 △24.6

そ の 他 11,541 12,077 15,279 16,777 38.9

　当社グループにおいて受託する業務では、１年から３年程度の主な実施期間において、症例数や対象疾患
に起因する治験の難易度などにより受託総額が決定します。この実施期間についてクライアントと委受託契
約を締結し、契約に従い毎月売上が発生します。
　受注残高は、既に契約を締結済みの受託業務の受注金額の残高であります。これは、今後１年から５年程
度の契約期間で発生する売上高を示しており、当社グループの今後の業績予想の根拠となる指標でありま
す。

　各地域の受注状況につきましては、以下のとおりです。
　米国においては、直近に米国発の大型の米欧試験の受注やその他複数の新規案件を受注するなど、米国市
場の新薬開発は旺盛で、次期以降の売上に貢献する新規受注を順調に獲得しております。また、その他にも
複数の新規案件の打診を受けており、契約獲得に向けた交渉を行っております。
　欧州地域においては、前期からの営業部門強化が当期に大きな成果を出しており、日米欧で実施される大
型グローバル案件等を含む複数案件の受注を獲得しております。また、現在、複数の大型案件を含む新規案
件の打診を受けており、次期以降の売上に貢献する受注の積み上げに向け、営業活動を活発化しておりま
す。
　日本・アジア地域においても、来期以降の売上に貢献する新規案件の引き合いが増加しており、受注獲得
に向けた営業活動を活発化しております。
　以上の改善傾向にある受注環境のもと、2022年５月16日時点の受注残高は2021年3月期末と比較して
21.6％増の233億円となりました。
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リニカルの成長戦略ご参考

プライム市場上場維持基準の適合に向けた中期経営ビジョン
　当社は、株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、プライム市場を選択しました。移行基準
日時点（2021年６月30日）において、当該市場の上場維持基準のうち「流通株式時価総額」を充たしてい
ないことから、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しています。当社では、2025年３
月期までをさらなるグローバルでの成長への基礎固めのPhaseと位置付け、中期経営計画を策定していま
す。当該期間内で上場維持基準（流通株式時価総額100億円以上）達成のための施策を実行してまいりま
す。

Strategic Focus

Business Focus Client Focus Global Coverage

・臨床試験に関わるサービスを
グローバル・ワンストップで
提供
・臨床試験の全てのフェーズを
対象とする
・がん・中枢系など開発難易度
の高い疾患を中心とした高品
質・スピーディなサービスを
提供

・大手製薬企業から欧米の有望
なバイオテックカンパニーま
で幅広いクライアントと長期
的かつ戦略的なパートナー関
係を構築

・品質にコミットするととも
に、スピード感をもって柔軟
にサービスを提供し、クライ
アント満足を追求する

・主要なマーケット（日本、
米国、欧州）を中心に幅広い
国と地域をカバー

・南半球を含め戦略的にサービ
ス提供エリアを拡大し、あら
ゆる疾患のデータを迅速に収
集できる体制とすることでグ
ローバルでのプレゼンスを高
めていく

To be the global-leading CRO originating from Japan
& strategic partner for our global clients

日本発のグローバルCROとして、クライアントの戦略的パートナーに
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38％ 59％62％ 41％

男女比

日本国内内訳

女性管理職比率 ４割
管理職の男女比率

日本
47%

アジア
8%

米国
22%

欧州
23%

売上高比率 地域別内訳

日本
417名
50%

アジア
128名
15%

米国
94名
11%

欧州
204名
24%

従業員数 地域別内訳

スペイン　チェコ
ポーランド　フランス
ハンガリー　ルーマニア

UK　オランダ
イタリア

南アフリカ

カナダ

India

Indonesia

Philippines

Mexico

Brazil

Chile
ArgentinaAustralia

シンガポール

上海

韓国
東京

北京

サンディエゴ

フロリダ

ニューヨーク
大阪
（Linical本社）台湾

イリノイ
ドイツ

データで見るリニカル（2022年３月末現在）

連結売上高 115.5億円　海外売上比率 53％

事業展開 18か国／地域

連結従業員数 843名　海外従業員比率 50％

※�従業員数は就業員数（当社グループからグループ外への出向
者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含むほ
か、常用パートを含みます）です。

赤：本社　オレンジ：支店　ピンク：子会社　青：孫会社
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Shareholders Memo株主メモご参考

上 場 市 場 東京証券取引所プライム市場
上 場 日 2008年10月27日
証 券 コ ー ド 2183
事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年６月
定時株主総会株主確定基準日 ３月31日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 ３月31日（中間配当を行う場合は９月30日）
そ の 他 の 基 準 日 その他必要のある時は、あらかじめ公告して基準日を定めます。
単 元 株 式 数 100株
公 告 掲 載 方 法 電子公告（https://www.linical.co.jp/）

ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合
は日本経済新聞に掲載して行います。

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社  大阪証券代行部

〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
tel.0120-094-777（フリーダイヤル）

特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関 みずほ信託銀行株式会社
同 連 絡 先 みずほ信託銀行株式会社  証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
tel.0120-288-324（フリーダイヤル）

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵 便 物 送 付 先

お取引の証券会社等になります。

〒168-8507  東京都杉並区和泉2-8-4　みずほ信託銀行　証券代行部

電 話 お 問 い 合 わ せ 先 フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く ９：00～17：00)

各 種 手 続 お 取 扱 店
(住所変更、株式配当金
受取り方法の変更等)

みずほ信託銀行　本店及び全国各支店

未払配当金のお支払い 未払配当金のお支払いについては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いします。

各種事務手続

(ご注意) 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を
行っていただく必要があります。
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

１

Ｎ

大阪
回生病院アクロス

新大阪ビル

地
下
鉄
御
堂
筋
線

住友生命
新大阪
北ビル

ニッセイ
新大阪ビル

コートヤード・バイ・
マリオット
新大阪ステーション

JR新大阪駅

西口出口

地下鉄
新大阪駅

①番出口 歩行者デッキ

新大阪ブリックビル
３階Ａ会議室

〒532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号
新大阪ブリックビル３階Ａ会議室
TEL： 06－6150－2582
FAX： 06－6150－2675

会 場

■ JR新大阪駅 西口より ���������� 徒歩約３分
■ 地下鉄御堂筋線新大阪駅 ①番出口より �� 徒歩約２分最寄り駅交通案内

※株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。


